
146　Ⅴ　課税標準等

５　　個　　人　　事　　業　　税（令和５年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    186 804  1 730 956 865   450 091 249  1 280 865 616

第 一 種 事 業    131 894  1 120 329 093   294 656 172   825 672 921

物 品 販 売 業    10 348   66 266 822   24 206 053   42 060 769

不 動 産 貸 付 業    64 044   759 913 587   147 897 590   612 015 997

製 造 業    2 708   15 987 120   7 207 807   8 779 313

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    10 214   53 659 709   25 558 741   28 100 968

駐 車 場 業    1 326   9 012 527   3 194 543   5 817 984

請 負 業    28 833   155 372 742   69 500 151   85 872 591

印 刷 ・ 出 版 業     307   2 231 175    784 643   1 446 532

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    8 962   16 460 103   2 788 794   13 671 309

周 旋 業     409   3 070 786    986 485   2 084 301

代 理 業     959   9 341 538   2 309 785   7 031 753

遊 技 場 業     45    655 778    127 621    528 157

そ の 他 の 事 業    3 739   28 357 206   10 093 959   18 263 247

第 二 種 事 業     8   3 249 772    14 797   3 234 975

畜 産 業     6   3 205 472    11 122   3 194 350

水 産 業     2    44 300    3 675    40 625

第 三 種 事 業    54 902   607 378 000   155 420 280   451 957 720

医 業 等    6 669   62 955 196   18 646 457   44 308 739

法 務 業 等    22 001   377 933 951   62 500 661   315 433 290

環 境 衛 生 業    7 639   37 999 300   21 729 960   16 269 340

そ の 他 の 事 業    16 868   118 844 666   47 978 846   70 865 820

あ ん 摩 業 等    1 725   9 644 887   4 564 356   5 080 531

（備考）１　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        ２  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　３  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　４  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公

　　　　　  認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニン

　　　　 　 グ業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


